
公益財団法人かわさき市民活動センター施設利用要綱 

 

平成２２年７月１日 

要 綱 第 １ ９ 号 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、「川崎市市民活動支援指針」に基づき市民活動の育成と活動促

進を図るため、情報交換、交流の全市的な拠点として、公益財団法人かわさき市民

活動センター（以下「この法人」という。）の施設の利用方法について必要な事項

を定める。 

 

（定義） 

第 2 条 この要綱で規定する用語の定義は、次のとおりとする。 

（1） 市民活動とは、ボランティア活動をはじめ、市民が自発的、継続的に参加し、

社会サービスの提供など、第三者や社会の課題解決に貢献する、営利を目的と

しない活動（布教を目的とする宗教活動、特定の政党や候補者の支援をする活

動は除く）とする。 

 

（利用施設等） 

第 3 条 利用できる設備及び目的は、次の各号のとおりとする。 

 (1) 会議室 

団体が会議またはメンバー間の研修の場所として利用 

 (2) 印刷室 

団体がチラシや会報等の印刷、裁断、紙折り等の作業として利用 

 (3) ロッカー 

団体がその活動のための諸用品の専用保管庫として利用 

 (4) レターケース 

団体がその活動のための情報交換や郵便物等の受け取りに利用 

 (5) 館内利用機材等 

団体が市民活動を行う際に必要な館内利用機材等の貸し出し 

 (6) フリースペース 

個人または団体が自由に打合せや話し合いの場所等として利用 

 (7) 図書コーナー 

個人または団体が市民活動関係図書等を自由に閲覧及び貸し出し 

 (8) パソコンコーナー 

個人または団体がその活動のための情報検索、文書等の作成に利用 

 (9) 情報コーナー 

個人または団体が情報提供のためのチラシやポスターの掲出に利用 

 (10) 相談コーナー 

個人または団体が市民活動に関する相談をすることができる 

 (11) 公衆無線ＬＡＮ 

個人または団体がその活動のための情報検索として利用 

 (12) コピー機 

個人または団体がその活動のための資料等の複写に利用 

 



（利用登録） 

第 4 条 施設を利用するもので第 3 条 1 号から 5 号を利用する市民活動団体は、あら

かじめ「かわさき市民活動センター施設利用登録申請書」（様式 1）により登録しな

ければならない。 

2 この法人は、登録を行おうとする団体に対して、次の各号に該当する場合は、登

録を承認しないものとする。 

 (1)  営利を目的とした活動を目的としているとき 

 (2) 施設における秩序を乱し、または公益を害するおそれがあるとき 

 (3) その他、この法人の理事長が必要と認めたとき 

 

（利用方法等） 

第 5 条 施設の利用方法については次の各号のとおりとする。 

 (1) 会議室 

  ア利用予約   利用予定日の 3 か月前から直接来所または電話により申込みを

することができる。 

  イ 利用回数    原則として 1 団体 1 か月 4 回までとする。ただし、空室があれ

ば利用予定日の 1 週間前から回数の制限を受けずに予約する

ことができる。 

  ウ 時間及び料金 午前、午後、夜間で区分し、料金は一律 500 円とする。また詳細

は別に定める。（別添 1） 

  エ 支払方法    会議室を利用する前に、受付で支払うものとする。 

  オ 予約の取消 電話及び直接来所で予約を取消すことができる。利用予定日の 1

週間前から前日までは利用料の 2 割、当日の場合は全額をキャ

ンセル料として徴収する。ただし、特別な事由でこの法人の理

事長が認めたものについては、キャンセル料を免除する。 

 (2) 印刷室 

ア 利用予約  利用予定日の 3 か月前から直接来所または電話により申込みを

することができる。 

イ 機材    利用できる機材は、印刷機、紙折り機、丁合機、裁断機とする。 

ウ 料金    別に定める。（別添 2） 

 (3) ロッカー、レターケース 

ア利用申込み   受付でロッカー・レターケース利用申請書（様式 2）に必要事項

を記入する。 

イ 利用期間    原則として年度を基準に 1 年単位で利用することができる。 

ウ 料金        別に定める。（別添 1） 

エ 利用条件    別に定める。（別添 1） 

 (4) 館内利用機材等の貸し出し 

ア 利用予約  利用予定日の 3 か月前から直接来所または電話により申込みを

することができる。 

イ 貸し出し  受付で貸出票（様式 3）に必要事項を記入する。 

ウ 機材の種類 別に定める。（別添 1） 

エ 利用条件  別に定める。（別添 1） 

 (5) フリースペース 

ア 利用    随時来所し、利用することができる。 

イ 利用時間    別に定める。（別添 1） 

 (6) 図書コーナー 



ア 利用    随時来所し、閲覧することができる。 

イ 貸し出し  受付で貸出票（様式 3）に必要事項を記入する。 

ウ 貸出条件  別に定める。（別添 1） 

エ 貸出期間  2 週間までとする。 

 (7) パソコンコーナー 

ア 利用    随時来所し、利用することができる。 

イ 利用時間   1 回の利用につき 1 時間までとする。 

ウ 料金       パソコンの利用は無料とする。ただし、プリントアウトをする場

合は、1 枚につき 10 円とする。用紙サイズは、A3 及び A4 とす

る。 

 (8) 情報コーナー 

 ア 利用   随時来所し、閲覧することができる。 

 (9) 相談コーナー 

ア 利用    随時来所し、市民活動に関する相談をすることができる。 

 (10) 公衆無線ＬＡＮ 

ア 利用      受付で利用申込書に必要事項を記入し、利用することができる。 

イ 料金   公衆無線ＬＡＮの利用は無料とする。ただし、プリントアウトを

する場合は、1 枚につき 10 円とする。用紙サイズは、A3 及び A4

とする。 

 (11) コピー機 

利用   随時来所し、利用することができる。 

料金   必要金額をその都度投入する。 

その他  領収書は、必要に応じて受付で発行する。 

 

（利用制限） 

第 6 条 施設を利用するもので、第 1 条の目的に合わない利用、または施設の運営上

支障がある場合には、利用を制限することができる。 

 

（利用報告） 

第 7 条 第 5 条 1 号から 7 号（3 号及び 6 号を除く）の設備を利用した団体は、利用

後に「利用報告書」（様式 4-1）または（様式 4-2）を提出しなければならない。 

 

（休業日） 

第 8 条 施設の休業日は、年末・年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）とする。ただ

し、この法人の理事長が建物の保守等のため、やむを得ない事情により休業を必要

と認めた場合は、この法人のホームページ等により周知の上、休業するものとする。 

 

（利用時間） 

第 9 条 施設の利用時間は、原則午前 9 時 30 分から午後 8 時 45 分までとする。 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項はこの法人の理事長が定める。 

 

 

    附 則 

 この要綱は平成 22 年７月 1 日から施行する。 



【別添 1】 

 

1. 会議室 

（1）時間及び料金 

 時 間 会議室Ａ 会議室Ｂ 

午 前 午前 9 時 30 分～ 12 時 30 分 500 円 500 円 

午 後  午後 1 時   ～  4 時 30 分 500 円 500 円 

夜 間  午後 5 時   ～  8 時 30 分 500 円 500 円 

 

2. ロッカー 

（1）料金 

種別（ 高さ×幅×奥行 ）㎝ 台数 料金 ／ 年 料金 ／ 月 

大（81×26×50） 67 3,600 円 300 円 

小（51×26×50） 9 2,400 円 200 円 

 

（2）利用条件等 

① 公益財団法人かわさき市民活動センター施設利用要綱第 4 条により利用登録をした

団体が利用することができる。 

② ロッカーの用途は、会議等の資料や文具、機材等の保管とする。 

③ ロッカーの鍵は、この法人の事務局で保管する。 

 ・利用団体に渡したロッカー利用カードにより、団体名とロッカー番号を確認する。 

 ・利用団体が鍵を紛失した場合は、実費弁償とする。 

 ・ロッカーの用途に関して何か事故が起きた場合、利用団体の自己責任とする。 

 

3. レターケース 

（1）料金 

種別（ 高さ×幅×奥行 ）㎝ 台数 料金 ／ 年 料金 ／ 月 

レターケース（7×22×33） 55 600 円 50 円 

 

（2）利用条件等 

① 公益財団法人かわさき市民活動センター施設利用要綱第 4 条により利用登録をした

団体が利用することができる。 

② レターケースの用途は、団体間の情報交換と郵便物等の受け取りに利用できる。 

 ・郵便物等の受け取りは、レターケースに入る大きさのものに限る。 

 ・レターケースの用途に関して何か事故が起きた場合、利用団体の自己責任とする。 

 



4. 館内利用機材の貸し出し 

（1）機材の種類 

 機材名 

1 プロジェクター 

2 スクリーン 

 

（2）利用条件等 

① 公益財団法人かわさき市民活動センター施設利用要綱第 4 条により利用登録をした

団体が利用することができる。 

② 会議室でのみ利用することができる。 

 

5. フリースペース 

（1）利用時間 

① 利用時間は、原則午前 9 時 30 分から午後 8 時 45 分までとする。 

 

6. 図書コーナー 

（1）貸出条件 

① 貸出冊数は、1 回につき 3 冊までとする。 

② 図書等は、貸し出し時と同等の状態で返却すること。 

③ 図書等を破損または紛失した場合は、それと同等のものを実費弁償する。 

 



【別添 2】 

印 刷 金 額 早 見 表 

印 刷 枚 数 金  額 印 刷 枚 数 金  額 印 刷 枚 数 金  額 

 1～99 

100～199 

200～299 

300～399 

400～499 

500～599 

600～699 

700～799 

800～899 

900～999 

８０ 

１１０ 

１４０ 

１７０ 

２００ 

２３０ 

２６０ 

２９０ 

３２０ 

３５０ 

4,000～4,099 

4,100～4,199 

4,200～4,299 

4,300～4,399 

4,400～4,499 

4,500～4,599 

4,600～4,699 

4,700～4,799 

4,800～4,899 

4,900～4,999 

１，２８０ 

１，３１０ 

１，３７０ 

１，４００ 

１，４３０ 

１，４６０ 

１，４９０ 

１，５２０ 

１，５５０ 

１，５８０ 

8,000～8,099 

8,100～8,199 

8,200～8,299 

8,300～8,399 

8,400～8,499 

8,500～8,599 

8,600～8,699 

8,700～8,799 

8,800～8,899 

8,900～8,999 

２，４８０ 

２，５１０ 

２，５４０ 

２，５７０ 

２，６００ 

２，６３０ 

２，６６０ 

２，６９０ 

２，７２０ 

２，７５０ 

1,000～1,099 

1,100～1,199 

1,200～1,299 

1,300～1,399 

1,400～1,499 

1,500～1,599 

1,600～1,699 

1,700～1,799 

1,800～1,899 

1,900～1,999 

３８０ 

４１０ 

４４０ 

４７０ 

５００ 

５３０ 

５６０ 

５９０ 

６２０ 

６５０ 

5,000～5,099 

5,100～5,199 

5,200～5,299 

5,300～5,399 

5,400～5,499 

5,500～5,599 

5,600～5,699 

5,700～5,799 

5,800～5,899 

5,900～5,999 

１，６１０ 

１，６４０ 

１，６７０ 

１，７００ 

１，７３０ 

１，７６０ 

１，７９０ 

１，８２０ 

１，８５０ 

１，８８０ 

9,000～9,099 

9,100～9,199 

9,200～9,299 

9,300～9,399 

9,400～9,499 

9,500～9,599 

9,600～9,699 

9,700～9,799 

9,800～9,899 

9,900～9,999 

２，７８０ 

２，８１０ 

２，８４０ 

２，８７０ 

２，９００ 

２，9３０ 

２，９６０ 

２，９９０ 

３，０２０ 

３，０５０ 

2,000～2,099 

2,100～2,199 

2,200～2,299 

2,300～2,399 

2,400～2,499 

2,500～2,599 

2,600～2,699 

2,700～2,799 

2,800～2,899 

2,900～2,999 

６８０ 

７１０ 

７４０ 

７７０ 

８００ 

８３０ 

８６０ 

８９０ 

９２０ 

９５０ 

6,000～6,099 

6,100～6,199 

6,200～6,299 

6,300～6,399 

6,400～6,499 

6,500～6,599 

6,600～6,699 

6,700～6,799 

6,800～6,899 

6,900～6,999 

１，８８０ 

１，９１０ 

１，９４０ 

１，９７０ 

２，０００ 

２，０３０ 

２，０６０ 

２，０９０ 

２，１２０ 

２，１５０ 

10,000～10,099 

10,100～10,199 

10,200～10,299 

10,300～10,399 

10,400～10,499 

10,500～10,599 

10,600～10,699 

10,700～10,799 

10,800～10,899 

10,900～10,999 

３，０８０ 

３，１１０ 

３，１４０ 

３，１７０ 

３，２００ 

３，２３０ 

３，２６０ 

３，２９０ 

３，３２０ 

３，３５０ 

3,000～3,099 

3,100～3,199 

3,200～3,299 

3,300～3,399 

3,400～3,499 

3,500～3,599 

3,600～3,699 

3,700～3,799 

3,800～3,899 

3,900～3,999 

９８０ 

１，０１０ 

１，０４０ 

１，０７０ 

１，１００ 

１，１３０ 

１，１６０ 

１，１９０ 

１，２２０ 

１，２５０ 

7,000～7,099 

7,100～7,199 

7,200～7,299 

7,300～7,399 

7,400～7,499 

7,500～7,599 

7,600～7,699 

7,700～7,799 

7,800～7,899 

7,900～7,999 

２，１８０ 

２，２１０ 

２，２４０ 

２，２７０ 

２，３００ 

２，３３０ 

２，３６０ 

２，３９０ 

２，４２０ 

２，４５０ 

11,000～11,099 

11,100～11,199 

11,200～11,299 

11,300～11,399 

11,400～11,499 

11,500～11,599 

11,600～11,699 

11,700～11,799 

11,800～11,899 

11,900～11,999 

３，３８０ 

３，４１０ 

３，４４０ 

３，４７０ 

３，５００ 

３，５３０ 

３，５６０ 

３，５９０ 

３，６２０ 

３，６５０ 

※上記印刷料金の他、製版代（1 枚 100 円）がかかります。 

※11,999 枚以上は、100 枚ごとに 30 円を加算する。 


